変更届について
１ 届出について 
(1) 届出の期限は、変更日から10日以内となっています。 
(2) 届出方法は、来庁となっている場合は、新規申請と同様に事前予約が必要です。（届出方法が郵送となっているもの以外は郵送での受付はできません。） 
(3) 届出方法が郵送の場合、返信用の定型封筒に切手を貼って返送先住所宛名を明記し同封してください。ただし、来庁と郵送の２つの変更届出が必要となる場合は、来庁して一括で届出してください。
(４) 資格証・証明書等の写しには、必ず法人代表名で原本証明を行ってください。
(５) 市町村の境界を超える移転（番号変更）についての取扱いについては、 
以下のとおりです。 
① 権限移譲市以外の市町村 → 寝屋川市 　
　 大阪府に廃止届、寝屋川市に新規指定申請 
② 権限移譲市 → 寝屋川市 
　 権限移譲市に廃止届、寝屋川市に新規指定申請
③ 寝屋川市 → 権限移譲市以外の市町村
　 寝屋川市に廃止届、大阪府に新規指定申請 
④ 寝屋川市 → 権限移譲市
   寝屋川市に廃止届、権限移譲市に新規指定申請
※　通所系・施設系については、事業所の移転等の場合、事前協議が必要になります。来庁の事前予約が必要です。
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１．届出方法(届出が必要となる変更事由および必要書類)
※必ず各サービス「変更届提出書類一覧」で確認してください。
　※郵送の場合には、必ず変更届連絡票と返信用封筒を添付してください。
添付する返信用封筒は、定型封筒(幅９０㎜～120㎜×長さ１４０㎜～235㎜)で、返信先を必ず明記し切手を貼ってください。
２．変更事務の流れ
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【郵送の場合】
①必要書類の作成
　※各サービス「変更届提出書類一覧」で確認してください
　※変更届連絡票と返信用定型封筒(幅９０㎜～120㎜×長さ１４０㎜～235㎜)を同封してください。
　　②①の事業所控えをとる。→保管
　　③①を下記に郵送する。

　　
【来庁の場合】
①電話予約をする
②必要書類の作成
　※各サービス「変更届提出書類一覧」で確認してください
　　③予約日に②を持参し受付け
　※来庁と郵送の二つの変更届が必要となる場合は、来庁(予約)して一括で届出てください。
　　(例：移転に伴なう管理者の変更等)
３．受付について
郵送で変更届書を受付けした場合には、変更届受付票を返信用定型封筒に入れて返送します。これは、事業所から送られた変更届書が間違いなく届いたかを示すものです。再発行しませんので控えの書類と併せて保管しておいてください。
※変更届書の提出の際に変更届連絡票と返信用定型封筒の添付がないと変更届受付票を送付できません。必ず添付して提出してください。
※受領後の変更届書が必要な場合は変更届出書(様式第６号)を２部送付してください。
※郵送受付で、補正があった場合には、処理完了まで日数がかかることがあります。あらかじめご了承ください。
変更届・必要書類提出方法
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